
【新旧対照表】建設副産物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書（Ｒ5.6.1改正） 

新 旧 

特記仕様書 

令和5年6月1日 

建設副産物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書 

  本特記仕様書は、建設副産物についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する事項を定めるものであり、厚

木市が発注する工事に適用する。 

 

Ⅰ．総則（略） 

 

Ⅱ．建設副産物適正処理・再資源化に関する事項（略） 

 

１ 施工前に取り組む事項 

  建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担う者として、建設業法、建設リサイクル法そ

の他の法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。 

 

《管理及び施工体制の整備》 

(1) 工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。 

(2) 請負代金の額が１００万円以上（税込）の場合には、次の事項を行うこと。 

 

 ア 次項Ⅲ．に基づき建設副産物情報交換システムに工事情報を登録すること。 

イ 建設副産物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計

画書」を作成し、施工計画書に添付するとともに、監督員に提出して説明すること。 

ウ 上記イで作成した内容に変更が生じたときは、速やかに再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画

書を変更し、その変更内容を監督員に速やかに報告する。 

エ 再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、公衆の見えやすい場所に掲示（デジタルサイネージ

による掲示も可）すること。 

(3) 体積が 500m3 以上ある建設発生土を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合には、資源有効利用促

進法に規定する「確認結果票」を作成し、上記イ、ウ及びエと同様に行うこと。 

(4) 対象建設工事においては、契約前に発注者に提出した「説明書」を施工計画書に添付すること。 

(5) 再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書及び廃棄物処理計画等の内容については、現場担当者の教育、

協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。 

 

《下請契約》 

(6) 工事の一部を下請発注し、生じた建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託の契約をすること。 

(7) 分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。 

(8) 対象建設工事にあっては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、分別解体等の

計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底すること。 

(9) 対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資

源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記載すること。 

(10) 解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可業者

又は、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。 

     ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意すること。 

特記仕様書 

（新設） 

建設廃棄物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書 

 本特記仕様書は、建設工事から発生する廃棄物についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する事項を定める

ものであり、厚木市が発注する工事に適用する。 

 

Ⅰ．総則（略） 

 

Ⅱ．建設副産物適正処理・再資源化に関する事項（略） 

 

１ 施工前に取り組む事項 

  建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担う者として、建設業法、建設リサイクル法そ

の他の法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。 

 

《管理及び施工体制の整備》 

(1) 工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。 

(2) 請負代金の額が１００万円以上（税込）の場合には、次項Ⅲ．に基づき建設副産物情報交換システムに工事

情報を登録すること。 

（新設） 

(3) 建設副産物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画

書」を作成し、施工計画書に添付するとともに、監督員に提出して説明すること。 

（新設） 

 

(4) 再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、公衆の見えやすい場所に掲示（デジタルサイネージに

よる掲示も可）すること。 

（新設） 

 

(5) 対象建設工事においては、契約前に発注者に提出した「説明書」を施工計画書に添付すること。 

(6) 再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書及び廃棄物処理計画等の内容については、現場担当者の教育、

協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。 

 

《下請契約》 

(7) 工事の一部を下請発注し、生じた建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託の契約をすること。 

(8) 分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。 

(9) 対象建設工事にあっては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、分別解体等の

計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底すること。 

(10) 対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資

源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記載すること。 

(11) 解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可業者

又は、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。 

     ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意すること。 



  

《事前調査等》 

(11) 対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬

出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。 

(12) 調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正な工事を実施す

るための措置を講ずること。 

 

《再生品の利用》 

(13) 建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材については、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、

次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。 

    ア 道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、「コンクリート塊等の処理

及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場か

ら再生砕石等を調達すること。ただし、再生砂（RC-10）の利用に当たっては、製造者側から試験結果報

告書を入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受ける

ことと 

する。 

      なお、請け負った工事において再生砕石等を使用する場合は、上記要領に基づき、購入先その他の建設

リサイクル資材の利用に関する内容（再生資源利用計画書）を記載した施工計画書に当該指定工場の材料

試験成績書を添えて、監督員に提出すること。 

          また、工事が完了したときは、上記要領に基づき、当該工事に使用した再生砕石等の使用数量を建設リ

サイクル資材利用報告書に再生骨材購入指定工場の納入証明を受け、監督員に提出すること。 

    イ 建築工事の内装材等及び道路舗装材には、「工事における環境配慮型公共工事の推進に関する特記仕様

書」を参考に、パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。 

    ウ この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード（ストランドボード）等エンジニアードウッ

ドの利用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。 

 

２ 施工に関する事項  

  ≪発生抑制≫(1)～≪分別解体等≫(4)（略） 

 

《再資源化等》 

(5) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資源利用促進計画書に基

づき、再資源化施設等に搬出するとともに、再生資源の活用に努めること。（再生資源利用促進計画書については、

Ⅲ.を参照） 

(6) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場へ搬

出すること。 

その際には、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づき、搬出先その他

のコンクリート塊等の再資源化に関する内容（再生資源利用促進計画書）を記載した施工計画書を監督員に提出す

るなど、所定の手続きを取ること。 

(7) 建設発生木材等は、原則として県土整備局の指定事業者の指定施設へ搬出すること。 

その際には、「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、搬出先その他の建設発生木材等の再

資源化に関する内容（再生資源利用促進計画書）を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを

取ること。 

(8) 体積が500m3以上ある土砂を搬入した場合には、速やかに資源有効利用促進法に規定する「受領書」を搬入元の

元請業者等に交付すること。 

(9) その他の建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物）について

  

《事前調査等》 

(12) 対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬

出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。 

(13) 調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正な工事を実施す

るための措置を講ずること。 

 

《再生品の利用》 

(14) 建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材については、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、

次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。 

    ア 道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、「コンクリート塊等の処理

及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場か

ら再生砕石等を調達すること。ただし、再生砂（RC-10）の利用に当たっては、製造者側から試験結果報

告書を入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受ける

ことと 

する。 

      なお、請け負った工事において再生砕石等を使用する場合は、上記要領に基づき、購入先その他の建設

リサイクル資材の利用に関する内容（再生資源利用計画書）を記載した施工計画書に当該指定工場の材料

試験成績書を添えて、監督員に提出すること。 

          また、工事が完了したときは、上記要領に基づき、当該工事に使用した再生砕石等の使用数量を建設リ

サイクル資材利用報告書に再生骨材購入指定工場の納入証明を受け、監督員に提出すること。 

    イ 建築工事の内装材等及び道路舗装材には、「工事における環境配慮型公共工事の推進に関する特記仕様

書」を参考に、パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。 

    ウ この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード（ストランドボード）等エンジニアードウッ

ドの利用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。 

 

２ 施工に関する事項  

  ≪発生抑制≫(1)～≪分別解体等≫(4)（略） 

 

《再資源化等》 

(5) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資源利用促進計画書に基

づき、再資源化施設等に搬入するとともに、再生資源の活用に努めること。（再生資源利用促進計画書については、

Ⅲ.を参照） 

(6) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場へ搬

入すること。 

その際には、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づき、搬入先その他

のコンクリート塊等の再資源化に関する内容（再生資源利用促進計画書）を記載した施工計画書を監督員に提出す

るなど、所定の手続きを取ること。 

(7) 建設発生木材等は、原則として県土整備局の指定事業者の指定施設へ搬入すること。 

その際には、「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、搬入先その他の建設発生木材等の再

資源化に関する内容（再生資源利用促進計画書）を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを

取ること。 

（新設） 

 

(8) その他の建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物）について



も、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。 

 

《適正処理》 

(10) 廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関係法令に基づ

き、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること 

(11) 廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。 

   ア 運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。また、吹き付けアスベスト除去工事等に伴

い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその 専門業者に委託すること。 

イ 適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任

が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう

関係者を指導監督すること。 

   ウ 産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し、最終処分（再生を含む。）

が完了したことを確認すること。 

 

３ 施工の完了後に行う事項 

(1) 再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成した工事にあっては、産業廃棄物管理票（マニフェ

スト）と照合した上で実施状況を記録し、建設副産物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利

用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を報告すること。 

(2) 再生資源利用促進計画（実施）書、再生資源利用計画（実施）書及び確認結果票は、５年間保存すること。 

(3) 対象建設工事においては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合して、特定建設資材廃棄物の再資源化

が完了したことを確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を発注者に提出するとともに、再資源化等

の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。 

(4) 次項Ⅲ.に基づき建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、上記（3）の建設リサイクル法

に基づく再資源化等報告書は監督員に提出されたものとみなす。 

(5) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊については、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイク

ル資材に関する事務取扱要領」に基づき、当該工事で発生したコンクリート塊等の指定工場への搬出を完了し

たときは、速やかにコンクリート塊等搬入完了報告書に指定工場の証明を受けて監督員に報告すること。 

(6) 建設発生木材等については、「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、当該工事で発

生した建設発生木材等の指定施設への搬出を完了したときは、速やかに建設発生木材等搬入完了報告書に指

定施設の証明を受けて監督員に報告すること。 

 

上記(１)から(６)の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期内に提出等すること。 

 

Ⅲ．建設副産物実態調査に関する事項 １～２(3）エ（略） 

 

 オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、｢搬出先の種類のコード｣を｢５ 工事予定地・

仮置場・ストックヤード（再利用の目的がある決定）｣と選択する。 

 

（削除） 

  

 

も、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。 

 

《適正処理》 

(9) 廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関係法令に基づ

き、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること 

(10) 廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。 

   ア 運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。また、吹き付けアスベスト除去工事等に伴

い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその 専門業者に委託すること。 

イ 適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任

が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関

係者を指導監督すること。 

   ウ 産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し、最終処分（再生を含む。）

が完了したことを確認すること。 

 

３ 施工の完了後に行う事項 

(1) 再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成した工事にあっては、産業廃棄物管理票（マニフェ

スト）と照合した上で実施状況を記録し、建設副産物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利

用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を報告すること。 

(2) 再生資源利用促進計画（実施）書及び再生資源利用計画（実施）書は、５年間保存すること。 

(3) 対象建設工事においては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合して、特定建設資材廃棄物の再資源化

が完了したことを確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を発注者に提出するとともに、再資源化等

の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。 

(4) 次項Ⅲ.に基づき建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、上記（3）の建設リサイクル法

に基づく再資源化等報告書は監督員に提出されたものとみなす。 

(5) コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊については、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイク

ル資材に関する事務取扱要領」に基づき、当該工事で発生したコンクリート塊等の指定工場への搬入を完了し

たときは、速やかにコンクリート塊等搬入完了報告書に指定工場の証明を受けて監督員に報告すること。 

(6) 建設発生木材等については、「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、当該工事で発

生した建設発生木材等の指定施設への搬入を完了したときは、速やかに建設発生木材等搬入完了報告書に指

定施設の証明を受けて監督員に報告すること。 

 

上記(１)から(６)の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期内に提出等すること。 

 

Ⅲ．建設副産物実態調査に関する事項（略） 

 

 オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、｢搬出先の種類のコード｣を｢６ ストックヤー

ド（再利用先工事が決定）｣と選択する。 

 

Ⅳ．適用日 

 本特記仕様書は、令和５年４月1日から施行し、同日以降に契約した工事について適用する。 

 

 


